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受付年月日 年 月 日

略
厘

東
京
都
生
ま
れ
。
荒
川
区
立
尾
久
宮
前
小
掌
枝
＠
尾

久
八
幡
中
学
校
．
都
立
白
鴎
高
校
、
旱
霜
田
大
学
法

学
部
を
卒
業
。
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
Ｌ
ル
修
士

課
程
修
了
。

昭
和
五
六
年
四
月
司
法
修
習
生

五
八
年
四
月
弁
膜
士
丑
録
（
第
一
東
京
弁
塵
土
会
）

平
成
元
年
三
月
米
国
一
三
１
ヨ
ー
ク
州
弁
護
士
登
録

二
軍
五
月
検
邸
に
任
命
。
そ
の
後
、
法
務
省
刑
事
局
国
際
媒
長
、

法
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
。
金
患
庁
狂
券
取
引
等
監

視
婁
貝
会
事
務
局
国
際
・
情
報
鎚
括
官
、
赴
海
検
察

庁
検
事
な
ど
を
務
め
る
。

二
六
年
七
月
法
務
省
人
権
擁
膜
局
長

二
八
年
八
月
消
費
考
庁
長
官

令
和
元
年
－
０
月
最
商
裁
判
所
判
事

最
高
鐘
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一
令
和
二
年
一
○
月
二
三
日
第
二
小
法
廷
判
決

参
感
院
（
比
例
代
表
選
出
）
磁
貝
の
選
挙
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
特
定

枠
制
度
を
定
め
る
公
職
理
拳
法
の
規
定
は
．
憲
法
四
三
条
一
覗
等
腱
違
反

す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
（
全
貝
一
致
、
載
判
長
）
。

二
令
和
二
年
二
月
一
八
日
大
法
廷
判
決

令
和
元
年
七
月
施
行
の
巻
繊
院
醸
貝
迩
赫
選
挙
当
時
、
公
風
速
挙
法
の

巻
巌
院
（
遜
挙
区
選
出
）
眼
貝
の
眼
目
定
数
配
分
規
定
の
下
で
の
選
挙
区

間
に
お
け
る
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
遠
憲
の
問
題
が
生
ず
る
軽
庇
の
著
し

い
不
平
毎
状
態
に
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
．
同
鈍
定
は
彦
法
一
四
条
一
頂
等

に
違
反
十
る
に
至
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
し
た
（
多
数
窓
見
）
。

三
令
和
二
年
二
月
二
五
日
大
法
廷
判
決
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
眠
員
に
対
す
る
出
廟
停
止
の
璽
罰
の
適

否
は
、
司
法
審
交
の
対
象
と
な
る
と
し
た
（
全
員
一
致
）
ｅ

四
令
和
三
年
二
月
一
日
第
二
小
法
廷
決
定

厩
建
的
記
録
を
保
管
し
た
記
録
媒
体
が
サ
イ
パ
ー
犯
罪
に
関
す
る
条
約

の
緒
約
国
に
所
在
し
、
同
記
録
を
開
示
す
る
正
当
な
権
限
を
有
す
る
者
の

合
法
的
か
つ
任
童
の
同
窓
が
あ
る
場
合
に
、
固
際
授
交
共
助
に
よ
る
こ
と

な
く
同
記
録
媒
体
へ
の
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
及
び
同
記
録
の
複
写
を
行
う

◆

こ
と
は
許
さ
れ
る
と
し
た
べ
全
員
一
致
）
。
．
・

五
令
和
三
年
二
月
二
四
日
大
法
廷
判
決

市
炎
が
邦
市
公
園
内
の
国
公
有
地
上
に
孔
子
等
を
駆
っ
た
施
詮
を
所
存

す
る
一
般
社
団
法
人
に
対
し
て
同
施
股
の
敷
地
の
使
用
料
を
全
額
免
除
し

た
行
為
は
、
憲
法
二
○
条
三
頂
の
然
止
す
る
宗
紋
的
活
動
に
賦
当
す
る
と

し
た
（
多
数
意
見
）
。

六
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

表
腿
は
蛾
燭
の
殿
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
夫
又
は
妻
の
氏
を
称
す
る

と
す
る
民
法
七
五
○
条
及
び
夫
燭
が
称
す
る
氏
を
鑑
姻
届
の
必
要
的
記
載

事
項
と
定
め
た
戸
籍
法
七
四
条
一
号
の
各
規
定
は
遼
法
二
四
条
に
違
反
し

て
曇
効
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
、
、
夫
婦
の
氏
に
関
す
る
法
倒
度
に
つ

い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
、
国
民
の
様
々
な
童
見
や
社
会
の
撰
況
の
変
化

等
を
十
分
に
話
ま
え
た
冥
撃
な
漫
論
が
き
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
し
た

（
多
致
意
見
．
袖
足
童
見
付
加
）
。
，

薮
判
官
と
し
て
の
心
桐
え

紋
判
の
透
終
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
最
高
裁
判
所
の
判
事
と
し

て
、
日
々
、
重
大
な
責
任
を
感
じ
て
お
り
室
す
。

価
笛
観
が
多
樋
化
し
た
現
代
の
日
本
で
は
、
解
決
が
鮭
し
い
紛
争
が
堀

え
、
ま
た
、
社
会
の
複
雑
化
・
科
学
技
帯
の
進
展
等
に
と
も
な
い
、
新
し
い

法
的
問
題
も
生
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
課
題
に
つ
い
て
、
行
政
機
関
で

の
執
務
等
こ
れ
ま
で
の
経
験
も
生
か
し
、
事
業
ぞ
多
鈎
的
に
と
ら
え
て
飴
点

を
涙
く
検
討
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
、
よ
り
妥
当
な
判
断
に
至
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
公
正
な
裁
判
の
た
め
に
、
努
力
を
銭
け
て
ま
い
り
ま
す
。

二号

当皇

仙

飛
商
裁
判
所
判
事

ぉ
か
む
ら
か
ず
み

岡
村
和
美

昭
和
三
二
年
一
二
月
二
三
日
生

’
’
１
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裁判官岡村和美
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